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１．背景や目的 
１-１ 背景 

国立大学法人は、人材の養成、学術研究の推進、地方創生、地域活性化推進の
拠点として重要な役割を果たしている。しかしながら、交付事業財源が減少する
状況（図−１）の中で維持管理費の確保など、経営面での大きな課題が生じてい
る。 

このような状況を踏まえ、文部科学省より「第 5 次国立大学法人等施設整備５
か年計画」（令和３年）、内閣府より「防災・減災、国土強靱化のための３カ年緊
急対策」（平成 30 年閣議決定）に続く「防災・減災、国土強靱化のための５か年
加速化対策」（令和２年閣議決定）が示され、国立大学施設等の施設には、老朽
化・防災機能強化対策が求められている。 

本学では、「第 3 期中期目標・中期計画」に沿った「上越教育大学キャンパス
マスタープラン」や令和５年 3 月に策定した「国立大学法人上越教育大学イン
フラ長寿命化計画（個別施設計画）」（以下「個別施設計画」という。）に基づき、
人文棟改修工事や自然棟改修工事、給排水設備等のライフライン再生工事を実
施するなど、インフラの老朽改善、防災機能強化を図り施設の長寿命化を推進し
てきたところである。 

今回、これまでに実施した改修工事及び「国立大学法人上越教育大学職員宿舎
中長期計画」（令和７年１月策定）（以下「職員宿舎中長期計画」という。）に基
づき、個別施設計画の見直しを行い改訂するものである。 

 
 

 
 図−１ 国立大学法人等施設整備費予算額の推移（令和 4 年 4 月 1 日現在）（出展：文部科学省） 

１ 背景や目的 
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１-２ 目的 

本学の厳しい財政状況のもとでは、全ての施設を改修・改築することは困難
であり、全ての施設を国からの施設整備費等補助金に頼ることも出来ない。 

そのため、個別施設の老朽化の状態を的確に把握し、施設の現状と施設の果
たす役割等から優先順位の考え方を整理し、今後行う施設整備を従来の事後保
全型から長寿命化の予防保全型に転換する。 

施設の長寿命化を図り、ライフサイクルコストの算出とコスト平準化を行い、
トータルコストの縮減を図る。戦略的な維持管理・更新等を推進し、施設の長
寿命化を実施する。 

以上のことを踏まえた、施設の計画的な修繕・改修計画を立案し、良好なキ
ャンパスでの教育・研究・学修環境を維持することを目的とする。 
 

１-３ 計画期間 
長期的な計画の作成が必要になることから 2022〜2071 年度（令和４〜53 年

度）の 50 年間を対象期間とする。 
これは、行動計画で改築の周期を 80 年と設定しており、本学の保有する施設

の大半が既に 40 年以上を経過しているため、計画期間を 50 年とすることで、
改築時期を見据えたコストの平準化の検討が行える。 

なお、行動計画にあわせた計画期間（2022〜2027）で見直しを行うことを基
本とするが、施設の老朽度合いにより、適宜見直しを行う。 
  

１ 背景や目的 
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１-４ 対象施設 
対象とする施設は、行動計画において、個別施設計画を策定することとした施

設を対象とする。 
 
学生宿舎は、老朽化による入居率の低下が顕著であるため、PPP/PFI 事業と

して官民連携手法による整備の検討を行うため、個別施設計画からは除外する。 
職員宿舎は、職員宿舎中長期計画に基づき、山屋敷宿舎及び本城住宅を個別施

設計画に含む。 
 

表―1 対象施設（行動計画より） 
団地名 主な施設 用途等 （ ）は棟数 

山屋敷団地 大学施設 
特別支援教育実践研究センター 
心理教育相談センター 
附属幼稚園 
 

大学（34） 
大学（1） 
大学（1） 
幼稚園（1） 
共同住宅（1） 

西城団地 学校教育実践研究センター 
附属小学校 

大学（1） 
小学校（5） 

本城団地 附属中学校 中学校（6） 
その他団地 本城住宅 共同住宅（3） 

 
 

１-５ 対策の優先順位の考え方 
個別施設の長寿命化を実施する上での優先順位の考え方は、施設の経過年数

を基本とし、対象となる施設の老朽化や劣化状況により評価を行い、施設が果た
している役割、機能、利用状況、重要性などにより総合的に判断を行い、コスト
の平準化を考慮し決定する。 

なお、対策費用の平準化、概算要求の事業評価、国の財政状況、自然災害や学
内諸事情による個別施設の持つ役割等の変化により、優先順位が変わることも
ある。 
  

１ 背景や目的 
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２ 施設の現状把握 
 個別施設の老朽化や劣化状況を的確に把握するため、建築基準法第 12 条点検、
消防法に基づく防災設備点検、電気事業法に基づく受変電設備点検等の法定点
検の結果及び個別施設の老朽化調査により得られた個別施設の状態について、
施設毎に整理を行っている。 
 これら個別施設の情報に加え、施設課職員による現地調査を行い、建物情報一
覧【表１―１(8 ページ)】を作成した。 
 
２-１ 構造躯体の健全性 

建物の耐震安全性について、昭和 56 年に施行された現行の耐震基準で構造
設計された新耐震基準の場合は「新」、それ以前の基準により構造設計された旧
耐震基準の場合は「旧」に分類した。耐震診断を実施した建物、耐震補強工事を
実施した建物のそれぞれ「済」を記入している。 

 
２-２ 建物別・部位別の劣化状況の把握 

「建物・設備等点検シート」に基づき、建物・部位毎に建築基準法第 12 条点
検、消防法に基づく防災設備点検、電気事業法に基づく受変電設備の点検、診
断、故障履歴等の結果を取り込み、施設課職員による点検調査を実施し、屋
根・屋上、外壁、内部仕上、電気設備、機械設備に分類し、A、B、C、D の 4
段階評価を実施した。評価結果を建物の健全度（100 点満点）として数値化し
ている。 

 

 
 
 
 
 

２ 施設の現状把握 

分類 Ａ：概ね良好(80 点以上) 

Ｂ：部分的に劣化(50 点以上 80 点未満)計画的な改修 

Ｃ：広範囲に劣化(30 点以上 50 点未満)緊急性が高い 

Ｄ：早急に対応する必要がある(0 点以上 30 点未満)緊急性がある 
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 【参考】 
 
 
 
 
  
 

  

２ 施設の現状把握 
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２ 施設の現状把握 
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２-３ 施設の修繕履歴等の把握 
本学の維持管理における日常の修繕受付状況をカテゴリー別に集計し、【図−

２】に示す。カテゴリー別には、給排水に関するものが最も多く、漏水や排水の
詰まりが特に多い。ここにトイレに関するものを含めると６００件を超える。建
具はドアクローザーや錠の不良が大半である。冷暖房は蒸気暖房機や蒸気配管
の修理が半数程度あり、エアコンの不具合が続く。内装は宿舎の入退去に関わる
ものが６割程度であった。外構の３割程度と樹木の９割ほどが冬季であり、消雪
設備と合わせると 40 件程度となることから、受付件数としてはまとまった数と
なる。（消雪設備は、令和 3 年度にライフライン再生工事を実施し改善）このこ
とから、すでに経年により多くの不具合が発生していることがわかる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図−２ 修繕受付件数 

２ 施設の現状把握 

給排水, 504

建具, 222

冷暖房, 214

内装, 151

WC, 113

備品, 49

防災設備, 47

外装, 47
照明, 42

外構, 35
防水, 27

換気, 23
電源, 22

樹木, 21
ガラス, 15 消雪, 14

ガス, 14
通信, 14

害虫駆除, 13

修繕受付カテゴリー別

※H31年度からR3年度実績
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３ 施設の評価 

施設の老朽化・劣化状況の調査結果を建物毎に建築年、面積、大規模改修歴
より建物情報一覧表に集計し、以下に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表１―１

３ 施設の評価 
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４-１ 実施時期の設定 
本学の建物は、経年 35 年超の建物が多数であり、改修時期を迎えるにあたり、

トータルコストの縮減やカーボンニュートラル達成のため温室効果ガス排出量
の削減を考慮した改修整備を基本として進めていくことが必要である。 

将来的に施設を健全な状態で維持していくためには、予防保全型のメンテナ
ンスサイクルの構築が必要である。限られた予算の中で対応しなければならな
いため、行動計画に示した性能維持改修部位の「防水」「外壁」「照明器具」「空
調設備」を重点管理部位とし、想定される予算を設定し、実施する時期を設定す
る。 

既存施設を最大限活用するため、個別施設の状態や今後の活用計画を踏まえ、
適切なライフサイクルを設定する。また、長寿命化を図る建物のライフサイクル
を 80 年に設定し、施設の状態（コンクリート強度、中性化状況、鉄筋腐食状態
等）により、改築周期を伸ばすことも検討する。 

「国立大学法人等施設の長寿命化に向けた基本的な考え方の整理」H30 より 

４ 対策内容と実施時期 
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4-2 保有施設の総量最適化の実施 

本学の保有する施設の総量最適化（長期的に必要となる施設と将来的に不要
となる施設の峻別）を行うことにより、維持管理を適切に実施する。 

 
また、学生宿舎や職員宿舎については、入居率の低下による収入減と老朽化に

よる維持管理費の増大が予測されるため、別に PPP/PFI 制度等による整備を検
討し、真に必要な戸数による運用を目指す。 

 
小規模な建物などは、改修、改築時に必要性を検討し、将来的に必要となる施

設の集約化を図るなど、施設全体の総量を最適化し維持管理費を縮減する。 
 
 

４-3 重点的な整備 
本学の老朽化した全ての施設を限られた予算の中で整備していくためには、

効果的・効率的な整備方針を定めて実施する必要がある。 
 
全ての施設を一律に同じ内容で、大規模改修（機能向上＋性能維持）するので

はなく、新たに教育研究ニーズへの対応が必要とされない施設は、機能向上を行
わずに性能維持改修のみとする方針とする。 

 
そのため、全ての施設において、大規模改修時期の整備方針を「大規模改修（機

能向上＋性能維持）」「性能維持改修」「改築・集約」「取り壊し」に分類し、重点
的に整備すべき施設を峻別し、施設の整備にメリハリをつけることにより、ライ
フサイクルコストの縮減を図る。 

  

４ 対策内容と実施時期 
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４-４ 個別施設計画の実施時期 
これまでのことを踏まえ、また、予算の平準化を考慮し、個別施設計画の実施

時期を設定している。 

対策内容と実施時期 ４ 
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対策内容と実施時期 ４ 
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対策内容と実施時期 ４ 
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対策内容と実施時期 ４ 
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５ 対策費用 
５-１ 対策費用 

本計画に基づき、改築、ライフライン、全面改修、性能維持改修、修繕・保守
点検費について 50 年間に必要となる対策費の試算を行い【図−３】に示す。 

行動計画では、年間 824 百万かかる試算であったが、学生宿舎整備を PPP/PFI
制度での整備や実効性のある年度計画によるコストの平準化をおこない、年間
669 百万円へ圧縮した。しかし、過去 10 年間の財源は、施設整備補助金等を含
めて年間 502 百万円であるため、施設整備補助金等の要求を適切に行うと共に
自助努力による財源の確保に努めていかなければならない。 

なお、第 4 期中期計画期間中は、人文棟や自然棟の改修を予定しているため
費用が膨らんでおり、第 8 期では附属中学校の改築、第 10 期以降に経年 80 年
を超えることから、山屋敷キャンパス内での全面改築時期を迎えることになる。 

 

 
図−３ 年度別整備費  

５ 対策費用 
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５-２ フォローアップ 

個別施設の劣化状況や整備状況を把握するため、3 年を目安として施設課職員
により現地調査を行い、「建物・設備等点検シート」を最新の情報に更新する。 

また、その結果に基づき個別施設計画の実施時期を定期的に見直すこととす
る。 
 
 
 
  

５ 対策費用 
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６ 今後の施設計画 
個別施設計画は、教育・研究上重要な施設を対象とし作成されており、維持管

理の方法や費用を明らかにすることにより、より良い教育研究環境を保つ事が
目的である。運営費交付金が年々減少していく現状において、施設の維持管理費
用を継続して捻出していくため、以下の方策を実施していくなど、さらなる施設
マネジメントを加速させ持続的な施設整備に係る費用の確保が必要である。 

 
○保有する資産の整理を行い施設規模の最適化（トリアージ）を図る。 
 ・老朽化により、収益の悪化した赤倉野外研修施設を廃止済み。 
 ・公共下水に接続したため使用しなくなった排水処理施設を取り壊し済み。 
 ・入居率の低下した職員宿舎は、真に必要な戸数を見極め、廃止を含めた適

正規模を選定する。 
 ・プレハブ等を含む新増築、改築の際は、維持管理費が負担になることから、

慎重に検討を行う。 
 
○スペースの共用化による効率的な運用 
 ・スペースの共用化を進め、競争的スペースを拡充し、効率的な施設マネジ

メントを進める。 
 ・競争的スペースを改修工事中の仮移転先として使用しているため、スペー

スチャージ（課金）制度の適用は一時中断しているが、改修工事が一段落
する際に見直しを行い、スペース配分の適正化を実施する。 

 
○PPP 等の民間資金活用した学生宿舎整備 
 ・居住者から収益の見込める学生宿舎やテナント収入の見込める大学会館 

などは、PPP/PFI 制度を利用するなど、大学の経費負担が少なくなるよう
検討する。 
 

○サスティナブルキャンパスの構築 
・サスティナブルキャンパス（教育・研究・社会連携・キャンパス整備をと

おして、持続可能な社会の構築に貢献する大学）を構築するため、環境負
荷が低くなる施策を推進する。 

・高騰する光熱水費への対応として、学内掲示板（クラウドポータル）等を
利用した、エネルギー使用量及び料金の公表を継続し啓発活動を行う。 

・維持管理費の削減からも、計画的に既存照明器具の LED 化や高効率空調
の更新を実施する。 

 
 

６ 今後の施設計画 
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 ○財源の確保 
  ・ネーミングライツ事業を令和 4 年度に附属図書館のアクティブラーニン

グスペースで開始したところであり、新たな財源として施設整備に充て
るため、今後は対象を広げ募集し、財源の確保に務める。 

  ・スペースチャージ（課金）制度を見直すなど、スペース配分の適正化と共
に、施設利用者から一定の利用料を徴収し、維持管理費に充てる。 

  ・削減した光熱費を財源として、確実に省エネルギーを図るための改善策に
再投資する仕組みを整える。 

 
 

  

６ 今後の施設計画 



- 19 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

〈学内審議の経緯〉 

令和５年３月 ７日 施設安全・環境委員会 
令和 5 年３月 23 日 経営協議会 
令和５年３月 23 日 役員会 
令和８年３月 ５日 施設安全・環境委員会 



 

 

 
 



 

 

 
 


